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右
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最
近
、
千
葉
県
内
や
埼
玉
県
内
で
処
理
し
き
れ
な
い
ご
み
を
青
森
県
ま
で
運
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
問
題

に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
有
害
廃
棄
物
が
適
正
処
理
さ
れ
な
い
ま
ま
ド
ラ
ム
缶
づ
め
で
福
島
県
内
に
不
法
投
棄
さ

れ
た
り
、
大
量
の
医
療
廃
棄
物
の
処
理
を
取
扱
い
許
可
の
な
い
処
理
業
者
に
委
託
し
た
福
岡
県
内
の
病
院
が
摘
発

さ
れ
る
な
ど
、
ご
み
問
題
が
深
刻
に
な
っ
て
い
る
。 

有
害
廃
棄
物
の
排
出
量
は
、
通
産
省
の
資
料
に
よ
る
と
年
間
約
八
十
五
万
ト
ン
で
、
う
ち
約
五
十
四
万
ト
ン
が

事
業
者
や
処
理
業
者
に
よ
っ
て
減
容
化
さ
れ
、
約
十
一
万
ト
ン
を
再
生
利
用
、
約
十
九
万
ト
ン
を
埋
立
処
分
、
約

千
四
百
ト
ン
を
海
洋
投
入
処
分
さ
れ
る
。
し
か
し
、
今
後
と
も
生
産
・
経
済
活
動
の
進
展
の
中
で
、
合
成
化
学
物

質
等
を
含
む
廃
棄
物
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
排
出
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
環
境
庁
の
「
有
害
廃
棄
物
対
策
研
究
会

中
間
報
告
」
で
は
、
「
有
害
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
ル
ー
ト
と
し
て
の
廃
棄
物
対
策
の
重
要
性
が
増
し
て
い 

有
害
・
医
療
等
の
廃
棄
物
の
適
正
処
理
に
関
す
る
質
問
主
意
書 
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ま
た
、
建
設
残
土
の
発
生
量
は
、
首
都
圏
（
一
都
三
県
）
で
五
千
二
百
万
立
方
メ
ー
ト
ル
に
達
し
、
三
八
・
二
％

を
内
陸
処
分
地
、
三
二
・
八
％
を
海
面
埋
立
地
、
一
三
・
八
％
を
工
事
現
場
に
処
分
し
て
い
る
。
し
か
し
、
オ 

 
 

 

フ
ィ
ス
床
の
需
要
増
等
に
よ
る
工
事
量
の
増
加
、
建
築
物
の
地
下
空
間
の
利
用
促
進
に
伴
い
建
築
工
事
か
ら
の
発

生
量
が
増
加
し
て
い
る
。
建
設
省
の
「
総
合
的
建
設
残
土
対
策
研
究
会
中
間
報
告
」
で
は
、「
長
期
的
視
点
に
た
っ 

る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

医
療
廃
棄
物
の
排
出
量
は
、
関
係
者
に
よ
る
と
一
日
約
二
百
七
十
二
万
ト
ン
と
推
計
さ
れ
、
そ
の
う
ち
約
百
六

十
三
万
ト
ン
を
一
般
廃
棄
物
、
約
百
九
万
ト
ン
を
産
業
廃
棄
物
と
し
て
処
理
さ
れ
て
い
る
と
み
て
い
る
。
し
か
し
、

医
療
施
設
か
ら
発
生
す
る
医
療
廃
棄
物
は
、
Ｂ
型
肝
炎
等
ウ
イ
ル
ス
性
疾
患
に
よ
る
二
次
感
染
を
防
止
す
る
た 

め
、
注
射
器
、
検
体
容
器
等
に
使
い
捨
て
タ
イ
プ
が
普
及
し
、
発
生
量
も
増
大
し
て
い
る
。
六
十
三
年
度
か
ら
厚

生
省
が
適
正
処
理
の
検
討
を
始
め
て
い
る
。
総
務
庁
も
ま
た
、「
医
療
廃
棄
物
の
処
理
に
関
す
る
地
方
監
察
」
を
行

い
、
「
病
院
等
に
お
け
る
医
療
廃
棄
物
の
管
理
体
制
の
確
立
」
等
の
改
善
意
見
を
提
起
し
て
い
る
。 

四 

 



 

八
九
年
の｢
警
察
白
書｣

に
よ
る
と
、
廃
棄
物
処
理
法
違
反
の
態
様
別
検
挙
状
況
は
、
総
件
数
三
、
一
六
八
件
の

う
ち
、
不
法
投
棄
が
二
、
二
五
五
件
、
委
託
基
準
違
反
が
六
二
九
件
、
無
許
可
処
理
業
が
二
五
四
件
な
ど
と
な
っ

て
い
る
。
ま
た
、
そ
の｢
警
察
白
書｣

で
は
、
不
法
投
棄
の
五
九
・
五
％
が
山
林
、
原
野
に
投
棄
さ
れ
た
こ
と
を
示

す
と
と
も
に
、｢

大
都
市
圏
を
中
心
と
し
て
、
建
設
工
事
及
び
解
体
工
事
に
伴
っ
て
生
じ
た
建
設
廃
材
や
木
く
ず 

等
の
産
業
廃
棄
物
の
大
規
模
な
不
法
処
分
事
犯
が
目
立
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。 

て
、
首
都
圏
を
こ
え
る
広
域
的
、
計
画
的
な
残
土
利
用
策
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
」
と
し
て
い
る
。 

今
日
、
有
害
・
医
療
等
の
廃
棄
物
の
不
法
投
棄
な
ど
深
刻
な
ご
み
問
題
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
根
本
原
因
は
、

大
企
業
の
利
潤
追
求
を
第
一
義
と
す
る
資
源
の
大
量
消
費
・
浪
費
政
策
の
推
進
に
あ
る
。
さ
ら
に
政
府
が
、
「
民 

活
」
路
線
に
よ
る
都
市
計
画
や
建
築
規
制
の
緩
和
な
ど
大
企
業
本
位
の
都
市
づ
く
り
や
公
共
事
業
を
進
め
、
廃
棄

物
を
増
大
さ
せ
る
一
方
、
有
害
廃
棄
物
の
排
出
事
業
者
責
任
の
明
確
化
や
建
設
残
土
の
処
理
規
制
な
ど
廃
棄
物
処

理
の
抜
本
的
な
対
策
を
怠
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 

五 

 



 

有
害
・
医
療
等
の
廃
棄
物
の
不
法
投
棄
や
不
適
正
処
理
に
よ
る
地
下
水
汚
染
や
悪
臭
等
地
域
住
民
の
生
活
及
び

自
然
環
境
の
破
壊
か
ら
国
民
生
活
を
守
る
た
め
、
有
害
・
医
療
等
の
廃
棄
物
の
適
正
処
理
対
策
は
、
ま
す
ま
す
緊

急
を
要
す
る
と
考
え
る
。 

私
は
、
昨
年
十
二
月
に｢

建
設
残
土
及
び
廃
棄
物
の
処
理
に
関
す
る
質
問
主
意
書｣

を
提
出
し
た
。
そ
の
際
も
述

べ
て
い
る
が
、
国
は
産
業
廃
棄
物
の
不
法
投
棄
や
不
適
正
な
処
理
か
ら
国
民
の
生
活
環
境
を
保
全
す
る
た
め
、
不

法
投
棄
に
対
す
る
行
政
措
置
（
現
状
回
復
命
令
等
）
、
処
理
業
者
の
許
可
要
件
、
排
出
事
業
者
の
責
任
の
明
確
化
、

汚
染
さ
れ
た
工
場
敷
地
内
土
壌
の
適
正
処
分
、
最
終
処
分
場
の
基
準
の
見
直
し(

止
水
工
事
等)

等
の
法
的
整
備
を

早
急
に
図
る
よ
う
強
く
要
請
し
て
い
る
。 

一 

有
害
廃
棄
物
の
適
正
処
理
に
つ
い
て 

従
っ
て
、
改
め
て
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

今
年
八
月
、
福
島
県
い
わ
き
市
内
の
旧
炭
鉱
の
廃
坑
か
ら
大
量
の
廃
油
の
不
法
投
棄
が
発
見
さ
れ
た
。
い
わ 

六 

 



 

2 

産
業
廃
棄
物
の
処
理
は
、
法
で
「
事
業
者
は
、
廃
棄
物
を
自
ら
の
責
任
に
お
い
て
適
正
に
処
理
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
て
い
る
が
、
事
業
者
が
行
う
有
害
廃
棄
物
の
処
理
実
績
を
み
る
と
六
割
程
度
に
止 

1 
｢

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律｣

が
規
定
し
て
い
る｢

一
般
廃
棄
物｣

の
中
に｢

有
害
一
般
廃
棄

物｣

の
規
定
を
新
設
し
、
廃
棄
す
る
場
合
に
は
有
害
廃
棄
物
で
あ
る
こ
と
を
表
示
す
る
と
と
も
に
、
地
方
自 

治
体
が
指
示
す
る
分
別
排
出
に
従
う
こ
と
を
義
務
づ
け
る
べ
き
で
は
な
い
か
。 

き
市
内
で
は
昨
年
に
も
、
牧
場
跡
に
大
量
の
廃
油
入
り
ド
ラ
ム
缶
が
不
法
投
棄
さ
れ
た
。
い
ず
れ
も
首
都
圏
か

ら
運
び
込
ま
れ
た
有
害
物
質
を
含
ん
だ
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
。
排
出
企
業
か
ら
処
理
能
力
以
上
の
廃
棄
物
を
受

託
し
た
中
間
処
理
業
者
は
、
運
搬
及
び
処
分
の
許
可
を
得
て
い
な
い
業
者
に
違
法
な
委
託
を
行
い
不
法
投
棄
さ

せ
て
い
た
。
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
鉛
、
銅
、
亜
鉛
な
ど
の
有
害
物
質
を
含
ん
だ
廃
油
は
、
廃
坑
か
ら
あ
ふ

れ
出
し
、
下
流
の
水
田
約
二
・
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
被
害
を
与
え
る
と
と
も
に
、
地
下
水
や
土
壌
を
汚
染
し
て
い

る
。
従
っ
て
、 

七 

 



 

3 

排
出
事
業
者
は
、
廃
棄
物
を
許
可
を
受
け
た
処
理
業
者
に
委
託
基
準
に
従
っ
て
委
託
し
た
後
、
そ
の
廃
棄

物
が
ど
う
処
理
さ
れ
よ
う
と
い
っ
さ
い
責
任
を
問
わ
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
が
、
不
法
投
棄
を
引
き
起
こ
す
根

本
的
な
問
題
で
あ
る
。
排
出
事
業
者
の
処
理
責
任
が
原
則
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
廃
棄
物
が
最
終
処
理
さ

れ
る
ま
で
の
責
任
を
明
文
化
し
、
違
反
行
為
に
対
す
る
罰
則
規
定
を
強
化
す
る
な
ど
委
託
基
準
の
見
直
し
を

す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

ま
た
、
今
年
十
月
か
ら
試
行
し
て
い
る｢
産
業
廃
棄
物
処
理
に
お
け
る
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
シ
ス
テ
ム(

積
荷
目

録
制)｣

は
、
米
国
で
実
施
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
運
用
と
報
告
を
義
務
づ
け
、
違
反
行
為
に
対
し
て
は
罰

則
を
適
用
す
る
な
ど
し
て
、
不
法
投
棄
の
防
止
及
び
廃
棄
物
の
不
適
正
処
理
の
防
止
の
実
効
を
あ
げ
る
べ
き

で
は
な
い
か
。 

ま
っ
て
い
る
。
事
業
者
が
、
企
業
責
任
で
有
害
廃
棄
物
の
無
排
出
化
の
た
め
の
技
術
開
発
及
び
施
設
の
整

備
、
有
害
廃
棄
物
の
減
量
及
び
濃
縮
化
等
を
実
行
す
る
よ
う
法
的
に
義
務
づ
け
る
べ
き
で
は
な
い
か
。 

八 

 



 

7 

不
法
投
棄
に
よ
る
有
害
廃
棄
物
の
除
去
処
理
と
被
害
者
の
救
済
に
は
、
か
な
り
の
費
用
を
伴
う
が
、
処
理 

6 

不
法
投
棄
に
対
し
て
、
県
及
び
所
轄
保
健
所
が
現
状
回
復
命
令
等
の
行
政
措
置
が
的
確
に
実
施
で
き
る
よ

う
な
法
的
整
備
と
指
導
監
視
体
制
の
強
化
の
た
め
の
援
助
措
置
を
早
急
に
図
る
べ
き
で
は
な
い
か
。 

5 

有
害
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
は
、
重
大
な
地
下
水
汚
染
の
可
能
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
Ｐ
Ｃ
Ｂ
等
の

有
害
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
の
禁
止
又
は
制
限
、
二
重
ラ
イ
ナ
ー
と
浸
出
液
収
集
シ
ス
テ
ム
の
設
置
、
漏
洩
検

知
シ
ス
テ
ム
及
び
埋
立
の
立
地
規
制
な
ど
有
害
廃
棄
物
の
処
分
の
基
準
及
び
最
終
処
分
場
の
技
術
上
の
基
準

を
充
実
強
化
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

4 
処
理
業
者
の
中
に
は
、
処
理
施
設
の
費
用
が
か
さ
む
な
ど
か
ら
、
低
料
金
で
処
理
能
力
以
上
の
廃
棄
物
を

受
託
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
不
法
投
棄
や
不
適
正
処
理
を
防
止
す
る
た
め
、
処
理
能
力
以
上
の
受
託
を

規
制
す
る
こ
と
や
適
格
性
の
厳
格
な
審
査
体
制
な
ど
、
処
理
業
者
の
許
可
要
件
に
関
す
る
法
的
整
備
を
す
べ

き
で
は
な
い
か
。 

九 

 



 

二 

医
療
廃
棄
物
の
適
正
処
理
に
つ
い
て 

今
年
五
月
に
福
岡
県
内
で
、
産
業
廃
棄
物
の
保
管
や
処
理
、
一
般
廃
棄
物
の
取
扱
い
許
可
を
持
た
な
い
産
業

廃
棄
物
処
理
業
者
に
、
大
量
の
医
療
廃
棄
物
の
処
理
を
委
託
し
て
い
た
医
療
法
人
が
摘
発
を
受
け
た
。
こ
の
事 

米
国
で
は
、
有
害
物
質
に
係
る
緊
急
な
措
置
や
い
ま
ま
で
規
制
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
有
害
廃
棄
物
埋
立
跡

地
に
対
策
が
と
れ
る
よ
う
、
必
要
な
権
限
と
基
金
を
付
与
す
る
総
合
環
境
措
置
・
補
償
・
債
務
法
（
ス
ー 

 
 

パ
ー
フ
ァ
ン
ド
法
）
を
制
定
し
て
い
る
。
有
害
廃
棄
物
に
よ
る
土
壌
及
び
地
下
水
汚
染
を
引
き
起
こ
し
、
人

の
健
康
が
実
際
に
脅
か
さ
れ
、
ま
た
そ
の
可
能
性
が
あ
る
場
合
の
た
め
基
金
を
創
設
し
、
有
害
物
質
の
除 

 

去
、
被
害
の
補
償
等
が
長
期
的
に
措
置
さ
れ
る
よ
う
に
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

業
者
の
大
多
数
が
中
小
・
零
細
業
者
で
あ
っ
た
り
、
い
わ
き
市
の
処
理
業
者
の
よ
う
に
事
件
後
事
実
上
倒
産

し
て
対
応
が
困
難
な
場
合
も
あ
る
。
排
出
事
業
者
の
救
済
責
任
を
明
確
に
し
、
完
全
な
救
済
措
置
を
早
急
に

図
る
べ
き
で
は
な
い
か
。 

一
〇 

 



 

件
を
き
っ
か
け
に
、
総
務
庁
九
州
管
区
行
政
監
察
局
が
福
岡
県
内
の
二
十
の
医
療
施
設
、
十
三
の
廃
棄
物
処
理

業
者
を
対
象
に
実
態
調
査
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
①
使
用
済
み
注
射
器
、
点
滴
針
を
堅
牢
な
容
器
に
入
れ 

 

ず
、
ビ
ニ
ー
ル
袋
等
に
入
れ
て
排
出
し
て
い
る
な
ど
使
用
済
み
注
射
器
等
の
管
理
、
廃
棄
に
適
切
を
欠
く
も
の

が
み
ら
れ
た
、
②
産
業
廃
棄
物
の
収
集
運
搬
を
無
許
可
業
者
に
委
託
し
て
い
る
な
ど
産
業
廃
棄
物
の
保
管
、
処

理
に
適
切
を
欠
く
も
の
が
み
ら
れ
た
、
③
廃
掃
法
の
規
定
に
よ
る
帳
簿
の
整
備
や
変
更
届
の
提
出
が
履
行
さ
れ

て
い
な
い
な
ど
適
切
を
欠
く
も
の
が
み
ら
れ
た
と
し
て
い
る
。 

ま
た
、
昨
年
八
月
、
四
国
行
政
監
察
支
局
は
香
川
県
内
の
十
六
の
病
院
、
二
の
衛
生
検
査
所
、
十
二
の
処
理

業
者
に
つ
い
て
実
態
調
査
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
①
最
終
保
管
場
所
に
お
い
て
、
使
用
済
み
の
注
射
針

を
堅
牢
と
は
認
め
ら
れ
な
い
容
器
に
入
れ
る
な
ど
保
管
方
法
に
つ
い
て
改
善
を
要
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ

七
病
院
、
レ
ン
ト
ゲ
ン
廃
液
を
合
併
処
理
浄
化
槽
に
流
入
さ
せ
て
い
る
な
ど
の
処
理
方
法
が
不
適
切
と
な
っ
て

い
る
と
こ
ろ
五
病
院
、
産
業
廃
棄
物
処
理
業
の
許
可
を
受
け
て
い
な
い
処
理
業
者
に
注
射
針
等
の
処
理
を
委
託 

一
一 

 



 

2 
｢

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律｣
が
規
定
し
て
い
る｢

一
般
廃
棄
物｣

の
中
に｢

医
療
一
般
廃
棄

物｣

の
規
定
を
新
設
し
、
廃
棄
す
る
場
合
に
は
地
方
自
治
体
が
指
示
す
る
分
別
排
出
に
従
う
こ
と
を
義
務
づ 

け
る
べ
き
で
は
な
い
か
。 

1 

総
務
庁
の
実
態
調
査
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
厚
生
省
が
六
十
二
年
に
医
療
関
係
廃
棄
物
の
適
正
処
理
に

つ
い
て
指
導
し
た
後
も
、
医
療
施
設
で
は
、
使
用
済
み
注
射
針
等
の
管
理
、
廃
棄
に
適
切
を
欠
き
、
無
許
可

業
者
に
委
託
す
る
な
ど
の
廃
棄
物
の
保
管
、
処
理
に
適
切
を
欠
い
て
い
る
。
医
療
廃
棄
物
の
処
理
の
実
態
が

ほ
と
ん
ど
分
か
っ
て
い
な
い
現
在
、
医
療
廃
棄
物
の
種
類
と
量
、
分
別
保
管
及
び
処
理
処
分
の
状
況
、
処
理

業
者
の
処
理
状
況
等
の
全
国
的
な
実
態
調
査
を
実
施
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

す
る
な
ど
処
理
業
者
の
選
定
が
不
適
切
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
七
病
院
、
②
許
可
を
受
け
ず
に
営
業
を
行
っ
て

い
る
処
理
業
者
が
二
業
者
、
許
可
の
範
囲
を
超
え
て
営
業
を
行
っ
て
い
る
処
理
業
者
が
三
業
者
、
産
業
廃
棄
物

を
一
般
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
に
搬
入
し
て
い
る
も
の
四
業
者
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、 一

二 

 



 

4 

医
療
廃
棄
物
が
一
般
廃
棄
物
に
混
入
し
て
処
理
さ
れ
て
い
る
の
は
、
医
療
廃
棄
物
を
専
門
に
取
り
扱
っ
て

い
る
処
理
業
者
が
少
な
く
、
一
般
・
産
業
の
両
方
の
許
可
を
得
て
い
る
産
廃
業
者
が
医
療
廃
棄
物
を
事
業
系 

3 

人
に
感
染
の
恐
れ
の
あ
る
廃
棄
物
は
決
し
て
院
外
に
排
出
し
て
は
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
、
有
害
廃
棄 

物
、
血
液
、
血
餅
、
滅
菌
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
等
を
院
外
に
排
出
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
院
内
で
焼
却
可
能
な

廃
棄
物
は
焼
却
し
、
焼
却
で
き
な
い
廃
棄
物
は
分
別
保
管
の
後
適
正
に
処
理
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

医
療
廃
棄
物
の
適
正
処
理
の
た
め
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
策
定
し
て
い
る
医
療
施
設
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
そ
れ
が

使
用
済
み
注
射
針
に
よ
る
事
故
な
ど
を
発
生
さ
せ
て
い
る
。
改
め
て
使
用
済
み
注
射
針
の
適
正
処
理
を
医
療

機
関
に
指
導
す
る
と
と
も
に
、
医
療
廃
棄
物
の
処
理
に
係
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
早
急
に
策
定
し
、
病
院
等
に

お
け
る
医
療
廃
棄
物
の
管
理
体
制
を
確
立
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

ま
た
、
医
療
機
器
メ
ー
カ
ー
な
ど
に
有
害
廃
棄
物
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
等
の
引
き
取
り
義
務
を
課
し
、
む

だ
な
ご
み
を
出
さ
な
い
合
理
的
な
製
品
の
研
究
開
発
を
進
め
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。 一

三 

 



 

5 

排
出
事
業
者
の
処
理
責
任
の
原
則
か
ら
、
焼
却
処
理
施
設
な
ど
適
正
処
理
体
制
を
確
保
す
る
責
務
が
あ 

り
、
総
合
病
院
等
に
は
医
療
施
設
内
に
中
間
処
理
施
設(

焼
却
、
破
砕
、
無
害
化
処
理
等
の
施
設)

の
設
置
を

義
務
づ
け
、
医
院
等
の
小
規
模
医
療
施
設
に
は
、
共
同
管
理
の
中
間
処
理
施
設
の
設
置
を
指
導
す
る
と
と
も

に
、
中
間
処
理
施
設
の
技
術
的
基
準
を
建
築
基
準
法
等
で
定
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。 

一
般
廃
棄
物
の
処
理
ル
ー
ト
に
の
せ
て
処
理
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
処
理
業
者
に
対
し
て
自
ら

焼
却
処
理
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
や
許
可
さ
れ
て
い
る
焼
却
処
理
施
設
を
受
入
先
と
し
て
確
保
す
る
な
ど
処

理
業
者
の
許
可
要
件
の
見
直
し
を
図
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
許
可
を
受
け
ず
に
営
業
を
行
っ
て
い
る

処
理
業
者
の
排
除
や
許
可
の
範
囲
を
超
え
て
営
業
を
行
っ
て
い
る
処
理
業
者
の
規
制
な
ど
不
法
投
棄
を
未
然

に
防
止
す
る
措
置
を
図
る
べ
き
で
は
な
い
か
。 

中
間
処
理
施
設
の
設
置
の
義
務
づ
け
に
当
た
っ
て
は
、
一
定
程
度
の
基
準
以
上
の
施
設
に
対
し
て
、
建
設

費
補
助
又
は
低
利
融
資
の
制
度
を
図
る
べ
き
で
は
な
い
か
。 

一
四 

 



 

7 

使
用
済
み
注
射
針
に
よ
る
Ｂ
型
肝
炎
の
医
療
従
事
者
へ
の
二
次
感
染
や
廃
棄
物
収
集
職
員
へ
の
感
染
が
大

き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
現
在
、
公
的
医
療
機
関
の
職
員
に
対
す
る
Ｂ
型
肝
炎
感
染
防
止
対
策
と
し
て
の

ワ
ク
チ
ン
及
び
グ
ロ
ブ
ミ
ン
の
投
与
は
、
公
費
負
担
と
な
っ
て
い
る
が
、
民
間
医
療
機
関
及
び
地
方
自
治
体

に
よ
っ
て
は
経
費
負
担
の
問
題
か
ら
実
施
し
て
い
な
い
状
況
が
あ
る
。
院
内
感
染
防
止
及
び
医
療
廃
棄
物
適

正
処
理
の
対
策
上
か
ら
も
、
感
染
危
険
度
の
高
い
医
療
従
事
者
と
廃
棄
物
収
集
職
員
に
対
し
て
、
感
染
防
止

措
置
を
講
ず
る
よ
う
改
め
て
指
導
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

6 
行
政
監
察
局
の
実
態
調
査
か
ら
も
、
産
業
廃
棄
物
処
理
業
者
の
許
可
を
受
け
て
い
な
い
処
理
業
者
に
廃
棄

物
を
委
託
す
る
医
療
施
設
が
か
な
り
多
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
従
っ
て
、
医
療
施
設
に
対
し
て
、
法
の

委
託
基
準
を
遵
守
す
る
よ
う
改
め
て
指
導
す
る
と
と
も
に
、
処
理
業
者
ま
か
せ
に
せ
ず
、
業
者
の
許
可
内
容

の
確
認
・
処
理
・
処
分
状
況
の
把
握
な
ど
排
出
事
業
者
と
し
て
の
責
任
を
明
文
化
し
、
違
反
行
為
に
対
す
る

罰
則
規
定
を
強
化
す
る
な
ど
委
託
基
準
の
見
直
し
を
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

一
五 

 



 

三 
建
設
残
土
の
適
正
処
理
に
つ
い
て 

今
年
四
月
、
東
京
都
は｢

東
京
都
に
お
け
る
建
設
残
土
対
策
に
つ
い
て｣

と｢

建
設
残
土
の
再
利
用
促
進
調
査
」

の
報
告
書
を
と
り
ま
と
め
た
。
ま
た
、
首
都
圏
廃
棄
物
対
策
協
議
会
が
六
月
、
「
首
都
圏
に
お
け
る
一
般
廃
棄 

 

物(

ご
み)

処
理
の
長
期
的
な
見
通
し
に
関
す
る
調
査
結
果
に
つ
い
て
」
を
公
表
し
た
。
こ
れ
ら
二
つ
の
報
告
書

を
み
る
と
、
羽
田
沖
埋
立
地
が
一
九
九
〇
年
に
埋
立
が
完
了
、
ま
た
中
央
防
波
堤
外
側
埋
立
地
が
九
五
年
度
ま

で
廃
棄
物
等
の
処
分
が
で
き
る
か
ど
う
か
危
惧
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
中
央
防
波
堤
沖
の
検
疫
錨
地
付
近
と

葛
西
沖
に
新
た
な
処
分
場
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
首
都
圏
か
ら
あ
ふ
れ
で
る
ご
み
処
理
を
他
県
に
求
め
る
以

外
に
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
建
設
省
の
「
総
合
的
建
設
残
土
対
策
研
究
会
」
中
問
報
告
で
も
、「
臨

海
部
に
お
け
る
人
工
バ
リ
ア
、
内
陸
部
に
お
け
る
ス
ー
パ
ー
堤
防
等
の
既
存
の
建
設
事
業
、
谷
地
等
の
埋
立
事

業
」
に
残
土
を
利
用
す
る
と
と
も
に
、「
長
期
的
視
点
に
立
っ
て
、
首
都
圏
を
こ
え
る
広
域
的
、
計
画
的
な
残
土

利
用
策
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
」
と
し
て
い
る
。 

一
六 

 



 

2 

優
良
な
農
地
及
び
林
地
や
水
源
涵
養
地
を
保
護
す
る
た
め
、
処
理
施
設
の
立
地
規
制
、
地
質
・
地
形
等
の 

1 

内
陸
地
処
分
及
び
埋
立
処
分
に
よ
っ
て
、
優
良
な
農
地
及
び
林
地
つ
ぶ
し
や
地
下
水
等
の
水
質
・
環
境
汚

染
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
実
態
を
全
国
的
に
調
査
し
、
河
川
の
形
状
変
更
や
泥
の
流
出
等
が
生
じ
て
い
る
箇

所
は
、
早
急
に
現
状
回
復
等
の
措
置
を
図
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
な
お
、
林
地
に
つ
い
て
は
、
知
事
許
可
の

一
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
と
無
許
可
の
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
を
分
け
て
調
査
す
る
こ
と
。 

報
告
書
は
今
後
、
広
域
的
な
処
分
の
検
討
が
必
要
と
し
て
い
る
が
、
実
際
は
す
で
に
広
域
的
に
処
分
さ
れ
深

刻
な
ご
み
問
題
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。
首
都
圏
の
発
生
土
量
の
内
陸
及
び
埋
立
の
処
分
地
は
、
六
十
二
年
度

の
東
京
都
及
び
区
市
町
村
の
発
注
工
事
残
土
の
場
合
、
東
京
都
下
四
六
・
九
％
、
他
県
五
三
・
一
％
と
な
っ
て

い
る
。
建
設
残
土
の
処
分
は
、
建
設
事
業
の
拡
大
と
と
も
に
大
都
市
周
辺
へ
の
依
存
が
ま
す
ま
す
高
ま
り
、
優

良
な
農
地
及
び
林
地
つ
ぶ
し
に
よ
る
自
然
環
境
破
壊
や
建
設
廃
材
等
の
産
業
廃
棄
物
を
混
入
し
て
処
分
す
る
不

法
投
棄
等
の
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、 

一
七 

 



 

5 

建
設
残
土
に
よ
る
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
の
民
有
林
の
開
発
行
為
に
つ
い
て
、
国
は
森
林
法
の
地
域
森
林
計

画
制
度
の
運
用
で
保
全
で
き
る
と
し
て
い
る
が
、
実
際
は
ほ
と
ん
ど
実
効
性
が
な
い
。
従
っ
て
、
適
切
な
運

用
が
で
き
る
よ
う
に
制
度
の
見
直
し
を
図
る
か
、
そ
れ
と
も
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
の
民
有
林
を
建
設
残
土
の 

4 

国
等
の
公
共
工
事
は
指
定
処
分
方
式
が
原
則
と
な
っ
て
い
る
が
、
一
定
程
度
規
模
以
上
の
民
間
工
事
に
つ

い
て
も
指
定
処
分
制
の
実
施
を
原
則
に
す
る
よ
う
処
分
基
準
の
見
直
し
を
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

3 
建
設
産
業
の
活
動
に
よ
っ
て
発
生
す
る
建
設
残
土
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
生
活
及
び
自
然
環
境
の
保
全 

上
、
新
た
な
法
的
規
制
及
び
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
が
早
急
に
図
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。 

と
り
わ
け
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
企
業
の
排
出
者
責
任
に
よ
る
建
設
残
土
の
中
間
処

理
と
再
利
用
及
び
減
量
化
を
義
務
づ
け
、
残
土
と
汚
泥
の
基
準
、
土
質
選
定
基
準
、
施
工
管
理
基
準
の
設
定

に
際
し
て
、
生
活
・
自
然
環
境
へ
の
考
慮
が
欠
け
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
が
ど
う
か
。 

環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
、
住
民
の
同
意
義
務
と
立
入
検
査
権
等
の
法
的
整
備
を
図
る
べ
き
で
は
な
い
か
。 

一
八 

 



 

 

一
九 

投
棄
に
対
す
る
環
境
の
保
全
及
び
災
害
の
防
止
を
図
る
た
め
、
特
別
な
規
制
措
置
を
行
う
べ
き
で
は
な
い
か
。 

6 
建
設
残
土
等
の
産
業
廃
棄
物
に
よ
る
水
質
汚
染
や
河
川
の
水
質
汚
濁
が
高
ま
っ
て
い
る
現
在
、
国
の
責
務

と
し
て
水
源
の
清
潔
保
持
の
た
め
、
水
道
法
に
水
源
保
護
地
域
の
指
定
等
の
規
制
措
置
を
設
け
る
べ
き
で
は

な
い
か
。 

右
質
問
す
る
。 


